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附則

ろう者は、物の名前、抽象的な概念等を手指の動きや表情を使って視覚的に表現する手話

を音声の代わりに用いて、思考と意思疎通を行っている。

わが国の手話は、明治時代に始まり、ろう者の間で大切に受け継がれ、発展してきた。と

ころが、明治13年にイタリアのミラノで開催された国際会議において、ろう教育では読唇と

発声訓練を中心とする口話法を教えることが決議された。それを受けて、わが国でもろう教

育では口話法が用いられるようになり、昭和８年にはろう学校での手話の使用が事実上禁止

されるに至った。これにより、ろう者は口話法を押し付けられることになり、ろう者の尊厳

は著しく傷付けられてしまった。

その後、平成18年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約では、言語には

手話その他の非音声言語を含むことが明記され、憲法や法律に手話を規定する国が増えてい

る。また、明治13年の決議も、平成22年にカナダのバンクーバーで開催された国際会議で撤

廃されており、ろう者が手話を大切にしているとの認識は広まりつつある。

しかし、わが国は、障害者の権利に関する条約を未だ批准しておらず、手話に対する理解

も不十分である。そして、手話を理解する人が少なく、ろう者が情報を入手したり、ろう者

以外の者と意思疎通を図ることが容易ではないことが、日常生活、社会生活を送る上での苦

労やろう者に対する偏見の原因となっている。

鳥取県は、障がい者への理解と共生を県民運動として推進するあいサポート運動の発祥の

地である。あいサポート運動のスローガンは「障がいを知り、共に生きる」であり、ろう者

とろう者以外の者とが意思疎通を活発にすることがその出発点である。

手話がろう者とろう者以外の者とのかけ橋となり、ろう者の人権が尊重され、ろう者とろ

う者以外の者が互いを理解し共生する社会を築くため、この条例を制定する。

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に関し基本理念を定

め、県、市町村、県民及び事業者の責務及び役割を明らかにするとともに、手話の普及の

ための施策の総合的かつ計画的な推進に必要な基本的事項を定め、もってろう者とろう者

以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

（手話の意義）

第２条 手話は、独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が知的で心豊かな社

会生活を営むために大切に受け継いできたものであることを理解しなければならない。

（基本理念）

第３条 手話の普及は、ろう者とろう者以外の者が相互の違いを理解し、その個性と人格を



互いに尊重することを基本として行われなければならない。

（県の責務）

第４条 県は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、市町村その他の

関係機関と連携して、ろう者が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会に

おける事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去について必要かつ合理的な配慮を

行い、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備を推進するものとする。

２ 県は、ろう者及び手話通訳者の協力を得て、手話の意義及び基本理念に対する県民の理

解を深めるものとする。

（市町村の責務）

第５条 市町村は、基本理念にのっとり、手話の意義及び基本理念に対する住民の理解の促

進並びに手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備に努めるものとする。

（県民の役割）

第６条 県民は、手話の意義及び基本理念を理解するよう努めるものとする。

２ ろう者は、県の施策に協力するとともに、手話の意義及び基本理念に対する県民の理解

の促進並びに手話の普及に努めるものとする。

３ 手話通訳者は、県の施策に協力するとともに、手話に関する技術の向上、手話の意義及

び基本理念に対する県民の理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。

（事業者の役割）

第７条 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整

備するよう努めるものとする。

第２章 手話の普及

（計画の策定及び推進）

第８条 県は、障害者基本法（昭和45年法律第84号）第11条第２項に規定する鳥取県障害者

計画において、手話が使いやすい環境を整備するために必要な施策について定め、これを

総合的かつ計画的に推進するものとする。

２ 知事は、前項に規定する施策について定めようとするときは、あらかじめ、鳥取県手話

施策推進協議会の意見を聴かなければならない。

３ 知事は、第１項に規定する施策について、実施状況を公表するとともに、不断の見直し

をしなければならない。

（手話を学ぶ機会の確保等）

第９条 県は、市町村その他の関係機関、ろう者、手話通訳者等と協力して、あいサポート

運動の推進、手話サークルその他の県民が手話を学ぶ機会の確保等を行うものとする。

２ 県は、手話に関する学習会を開催する等により、その職員が手話の意義及び基本理念を

理解し、手話を学習する取組を推進するものとする。

（手話を用いた情報発信等）

第10条 県は、ろう者が県政に関する情報を速やかに得ることができるよう、手話を用いた

情報発信に努めるものとする。

２ 県は、ろう者が手話をいつでも使え、手話による情報を入手できる環境を整備するた

め、手話通訳者の派遣、ろう者等の相談を行う拠点の支援等を行うものとする。



（手話通訳者等の確保、養成等）

第11条 県は、市町村と協力して、手話通訳者その他のろう者が地域において生活しやすい

環境に資するために手話を使うことができる者及びその指導者の確保、養成及び手話技術

の向上を図るものとする。

（学校における手話の普及）

第12条 ろう児が通学する学校の設置者は、手話を学び、かつ、手話で学ぶことができるよ

う、教職員の手話に関する技術を向上させるために必要な措置を講ずるよう努めるものと

する。

２ ろう児が通学する学校の設置者は、基本理念及び手話に対する理解を深めるため、ろう

児及びその保護者に対する学習の機会の提供並びに教育に関する相談及び支援に努めるも

のとする。

３ 県は、基本理念及び手話に対する理解を深めるため、学校教育で利用できる手引書の作

成その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

（事業者への支援）

第13条 県は、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備の

ために事業者が行う取組に対して、必要な支援を行うものとする。

（ろう者等による普及啓発）

第14条 ろう者及びろう者の団体は、基本理念及び手話に対する理解を深めるため自主的に

普及啓発活動を行うよう努めるものとする。

（手話に関する調査研究）

第15条 県は、ろう者、手話通訳者等が手話の発展に資するために行う手話に関する調査研

究の推進及びその成果の普及に協力するものとする。

（財政上の措置）

第16条 県は、手話の普及に関する取組を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるもの

とする。

第３章 鳥取県手話施策推進協議会

（設置）

第17条 次に掲げる事務を行わせるため、鳥取県手話施策推進協議会（以下「協議会」とい

う。）を設置する。

(１) 第８条第２項の規定により、知事に意見を述べること。

(２) この条例の施行に関する重要事項について、知事に意見を述べること。

（組織）

第18条 協議会は、委員10人以内で組織する。

（委員）

第19条 委員は、ろう者、手話通訳者、行政機関の職員及び優れた識見を有する者のうちか

ら知事が任命する。

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 委員は、再任されることができる。

（会長）



第20条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がそ

の職務を代理する。

（会議）

第21条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

（庶務）

第22条 協議会の庶務は、福祉保健部において処理する。

（雑則）

第23条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定め

る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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はじめに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２５年１０月、「手話を言語として認めて欲しい」というろう者の切実な声を

受け、鳥取県は全国に先駆けて手話言語条例を制定しました。以後、本県では手話が

言語であるとの認識の下、手話の普及を進め、ろう者と聞こえる人が共生する社会の

実現に向けて取組を進めています。 

 人口最少の本県での条例制定が「力」となり、同様の条例が他の自治体へ、手話言

語法制定を求める決議が全国へと急速に広がっています。また、県内でも手話に対す

る県民の関心はかつてないほど高まり、ろう者には「手話が認められたことは、ろう

者が認められたこと」という自信も生まれています。 

 手話の普及は、全ての聞こえる人がろう者を理解し手話を学び、聞こえる・聞こえ

ないに関係なく、交流を深めていくことが重要です。それは学校教育、社会生活等の

あらゆる場面で多面的に進めていく必要があります。また、ろう者と聞こえる人の橋

渡しの役割を担う手話通訳者等はその専門技術を高め、ろう者は自らも手話の普及や

ろう者への理解を深めるために積極的に社会に関わっていく必要があります。 

 行政、ろう者、手話通訳者等の関係者、事業者、一般県民がそれぞれの立場で手話

に関わり、交流を深めながら同じ目標に向かって歩んでいくことが、共生社会実現の

基礎となります。 

 本県では、条例で定める理念実現のため、このたび「鳥取県手話施策推進計画」を

策定しました。この計画では、継続的に手話施策を推進するために、多様な取組の基

本方針等を定めています。今後はこの計画に基づき、手話施策を強力に進め、全国初

の挑戦、手話革命を成就させるべく、鳥取県は突き進んでまいります。 

 なお、計画策定にあたっては、鳥取県手話施策推進協議会の委員、オブザーバーの

皆様方をはじめ、手話に関するアンケート、パブリックコメント等を通じ、多くの県

民の皆様から貴重なご意見、ご指導をいただきました。改めて、厚くお礼申し上げま

す。 

 

    平成２７年３月 

                        鳥取県知事 平井 伸治 
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１ 計画の位置付け、計画期間 

(１) 計画の位置付け 

この計画は、鳥取県手話言語条例（以下「条例」といいます。）第８条第１項

に基づき、「手話が使いやすい環境を整備するために必要な施策」について定め

るものです。 

(２) 計画期間 平成２７年度から平成３５年度まで 

 

２ 計画の検討経過 

本計画策定に当たっては、手話に関するアンケート、パブリックコメントで得

られた意見を参考としながら、鳥取県手話施策推進協議会において約１年間、計５

回にわたる議論を行い、計画内容の検討を行いました。 

 

平成２６年 ３月 手話施策推進協議会１ … 計画案の骨子を検討 

５月 手話施策推進協議会２（手話に関するアンケート検討会） 

６月～８月 手話に関するアンケートを実施 

（ろう者、手話関係者、一般県民） 

１０月 手話施策推進協議会３ … 計画素案を検討 

１２月 手話施策推進協議会４ … 計画案を検討 

平成２７年 １月～２月 計画案に関するパブリックコメントを実施 

３月 手話施策推進協議会５ … 計画案を検討 

 

３ 計画の理念 

手話が言語であるとの認識の下、手話の普及を通じて、ろう者と聞こえる人が

互いの個性・人格を尊重して、共生する社会を目指します。 

 

４ 施策の基本的な考え方 

施策の立案・推進にあたっては、以下の考え方を基本とします。 

(１) 手話の普及、ろう者に対する理解促進 

人と人が対面し、互いの目を合わせて意思等を伝え合う手話には、ＩＣＴ全

盛の現代社会だからこそ学ぶべき大切な要素が含まれています。 

手話の普及は、手話表現を覚えるだけではなく、ろう者の生活・文化等を知

り、ろう者と聞こえる人が交流し、コミュニケーションの重要性を実感しつつ、

互いの理解を深め、学びあうことを大切にして推進します。 

(２) 手話を使いやすい環境整備 

ろう者の文化を尊重し、ろう者の生活・ニーズを踏まえ、手話通訳者の養成

など、ろう者と聞こえる人がコミュニケーションしやすい環境づくりを推進し

ます。 
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ぶ機会をつくります。 

【実施施策】手話普及支援員派遣制度（手話普及コーディネーターの配置を含む）、手話

ハンドブック等の手話学習教材の活用推進、聾学校との交流学習の推進等 

【予定施策】学校における手話に関する情報を受発信する窓口役の決定 

ウ 行政、公共交通機関等における手話の普及・情報発信 

ろう者への理解、手話学習を進め、手話を中心とした意思疎通方法により、

必要なサービスの提供を行います。また、手話による情報発信を進めるととも

に、行政窓口では、手話対応可能な職員増を進めます。 

【実施施策】行政職員向け手話講座の開催、知事定例記者会見・議会中継等での手話通

訳者配置、[再掲]手話学習会開催事業費等補助金等 

 (２) 手話を使いやすい環境整備 

ア 手話通訳者の養成、派遣事業等の充実 

正確な手話通訳技術に加え、ろう者の歴史・文化を深く理解し、通訳場面で

の多様な通訳ニーズに応えられる手話通訳者の養成・派遣事業を進めます。併

せて、ろう者の社会活動範囲の拡大に伴う手話の多様化・専門化に対応するた

め、現任研修等の充実により手話通訳者の通訳技術向上を推進します。 

また、手話通訳者の増加を目指し、手話奉仕員の増加を促しつつ、手話通訳

業務の意義・魅力を広く発信します。 

一方で手話通訳者の健康管理、手話通訳者の指導者養成方法等を検討します。 

【実施施策】手話通訳者養成研修・派遣事業、手話通訳者トレーナーの配置等 

イ 聴覚障がい者相談事業の充実 

手話通訳者派遣事業とも十分連携し、通訳現場での課題発見等により、積極

的に相談ニーズを把握し、課題解決を目指す相談事業を推進します。 

また、福祉施設等に入所中のろう者、独居高齢ろう者への見守り活動、ろう

者同士又はろう者と聞こえる人との交流機会創出も検討します。 

【実施施策】聴覚障がい者相談員 

【予定施策】手話学習者等による見守り手話ボランティア 

ウ 鳥取聾学校・難聴学級における「手話による教育」の推進 

教職員の手話技術向上等を通じて、ろう児が授業内容をより理解しやすくす

るとともに、ろう教諭等とのかかわりにより、自らがろうであることに誇りを

持てる環境をつくります。また、同年代の仲間との交流や共同学習等を通じて、

ろう児の社会性や豊かな人間性を育みます。 

また、ろう児の保護者に対して新生児聴覚検査の理解の促進を図るとともに、

医療機関、保健所、市町村保健師、聾学校、療育機関等が早期から連携して支

援を行います。教育の分野においても、聾学校が早期から関与し、聴覚障がい

に対する理解の促進や手話の学習機会を提供します。 

【実施施策】鳥取聾学校地域支援部の充実、手話検定等受験料助成制度、教職員の聴覚

障がい理解と手話技術の向上等 
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エ 新しい手話コミュニケーション環境の創出 

ＩＣＴは視覚的に情報を入手するろう者にとって、日常生活、社会生活又は

防災等においても大変有効なツールです。遠隔手話通訳サービスの定着化等を

通じて、ろう者とＩＣＴをつなぎ、新しい手話コミュニケーション環境の創出

を目指します。 

また、地域で孤立しがちな高齢ろう者、福祉施設等に入所中のろう者等に対

しても手話コミュニケーション環境づくりを検討します。 

【実施施策】遠隔手話通訳サービス（＋代理電話支援サービス） 

【予定施策】ろう者向けＩＣＴ学習会、[再掲]手話学習者等による見守り手話ボランテ

ィア等 

オ ろう者が働きやすい環境づくり 

聴覚障がい者就労支援事業その他の制度の普及・活用により、ろう者が働き

やすい環境づくりを推進します。 

【実施施策】聴覚障がい者就労支援事業 

カ とっとりの手話の文化的発展 

地域における新しい手話表現の創出、古い地域手話の保存・伝承を通じて、

鳥取県内の手話表現の豊かさ、多様性を育み、文化的発展を促進します。 

【実施施策】とっとりの手話を創り、守り、伝える事業補助金 

 

７ 数値目標 

今後、手話施策の推進により、目標とすべき数値を示します。 

区分 備考

登録手話通訳者数 32 人 35 人 → 65 人 H24の2倍

手話通訳者設置事業人役 1.52 人役 1.52 人役 → 4.50 人役 H24の3倍

手話通訳者派遣件数（団体派遣） 461 件 693 件 → 1,400 件/年 H24の3倍

手話講座等受講者数 1,242 人/半年 → 2,500 人/年 H25並み

手話等で対応できる職員が県職員
（行政職員）に占める割合

→ 15 ％

学校における手話の取組の実施率 → 100 ％

(参考1) 登録手話奉仕員数 72人 (平成26年度)

【関連施策】手話通訳者派遣事業

【関連施策】県民向けミニ手話講座の開催、手話学習会開催事業費等補助金

【関連施策】行政職員向け手話講座の開催

【関連施策】手話普及支援員派遣制度、手話ハンドブック等の手話学習教材の活用推進、
              学校における手話に関する情報を受発信する窓口役の決定

(参考2) 登録手話通訳者数のうち、コミュニケーション支援センターふくろう(現：(公社)
 鳥取県聴覚障害者協会)職員 平成24年度：8人、平成25年度：7人

H24 H25 H35目標

【関連施策】手話通訳者養成研修事業
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８ 鳥取県手話施策推進協議会委員等名簿 

区分 所属等 氏名 備考

公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会事務局長 石橋 大吾 協議会長

公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会事務局次長 戸羽 伸一

鳥取県手話通訳士協会 国広 生久代

鳥取県手話サークル連絡協議会 藤井 貴子

あいサポートメッセンジャー 今西 賀子

鳥取県厚生事業団（障害者福祉センター友愛寮長） 小松 三恵子

鳥取医療センター事務部長 門田 陽一郎

教育 前鳥取県立鳥取聾学校長 後藤 裕明

湯梨浜町教育委員会教育長 土海 孝治

鳥取市障がい福祉課長 冨田 恵子

岩美町福祉課長 鈴木 浩次

伯耆町福祉課長 谷口 仁志

鳥取労働局職業安定部職業対策課長 野田 千卯

ＮＨＫ鳥取放送局ＬＧマネジメント副部長 八木 智一

鳥取県病院局長 福田 健

鳥取県警察本部教養課長 足羽 将司

鳥取県立鳥取聾学校長 藤田 則恵

日本財団ソーシャルイノベーション本部上席チームリーダー 石井 靖乃

オブ
ザー
バー

事業者

当事者
団体

関係団
体等

 


